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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  平成３１年３月１９日（火） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １０名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊 

藤 原 由 果  木 下   泉  大 森 茂 利  久 山 英 之 

藤 澤 美 芳 

 

欠席委員 

石 黒 五 月 

 

４．農地利用最適化推進委員 

  松 本 英 樹  山 﨑   徹  原 田 敏 一  藤 原 和 正 

  射 越 誠 一  茂 成 和 延 

  

欠席委員 

梶 原 太 郎 

福 池 正 美 

 

５．議事に参与した者 

  事 務 局 蒲 直之 

  事 務 局 久山 貴史 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

そ の 他  
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事 務 局 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより平成３０年度瀬戸内市農業委員会、

第１２回の総会を始めさせていただきます。開会にあたりまして、木

下会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。みなさまにおかれましては、お忙しい中のご出

席誠にありがとうございます。本日は案件が多数ありますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

事 務 局  ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１０名

のうち９名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。以降の議事

の進行につきましては木下会長よろしくお願いします。 

議    長 それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の

署名委員さんに大森委員、久山委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、第１号議案、農地

法第３条許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 議案資料の１頁目をご覧ください。第１号議案農地法第３条許可申請

についてでございます。 

       【１番案件】 

        譲受人「岡山市南区築港緑町■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「岡

山市中区小橋町■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町

尾張２４６」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１９６㎡。

「邑久町尾張２４８」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は２

４２㎡。「邑久町尾張２４９」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積は２３７㎡。譲受人の農地までの距離は２０ｋｍ。耕作面積は

７,１１５㎡となっております。家族数は３名、耕作者数は２名。取得

の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり無償となってお

ります。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 
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        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人の「■■■■」さん

が「田」として管理しており、譲受人の「■■■■」さんも同様に

「田」として耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられます。なお、事務局と担当委員の山崎委員とで現地調査を行い、

周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

        譲受人「邑久町豊安■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「邑久町豊安

■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町豊安２１７－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，２９７㎡。「邑

久町豊安２１８」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は７０８

㎡。「邑久町豊安２１９」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積

は３７１㎡。「邑久町豊安２２０」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は２８５㎡。「邑久町豊安２２１」。登記、現況地目は

いずれも「田」。面積は４９７㎡。譲渡人「邑久町豊安■■ ■■■

■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町豊安２２２－１」。登記、現

況地目はいずれも「田」。面積は６３１㎡。「邑久町豊安２２３－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３５６㎡。譲渡人

「邑久町豊安■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町豊

安２２４－３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１４０㎡。

譲受人の農地までの距離は６５０ｍ。耕作面積は１１６,７３５㎡とな

っております。家族数は６名、耕作者数は２名。取得の理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 
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        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人の「■■■■」さん、

「■■■■」さん、「■■■■」さんそれぞれが「田」として耕作を

依頼しており、譲受人の「■■■■」さんも引き続き「田」として耕

作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。な

お、事務局と担当委員の山﨑委員とで現地調査を行い、周辺の農地の

利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【３番案件】 

        譲受人「邑久町下山田■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「邑久町下

山田■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町下山田４７

５－８」。登記地目は「田」、現況地目は「畑」。面積は４８㎡。

「邑久町下山田４７６－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面

積は８１㎡。譲受人の農地までの距離は１０ｍ。耕作面積は１０，５

７４㎡となっております。家族数は５名、耕作者数は４名。取得の理

由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるもので

す。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■万円となっており

ます。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 
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        第２項第７号について、申請地はこれまでも譲渡人の「■■■■」さ

んが「畑」として管理しており、譲受人の「■■■■」さんも同様に

「畑」として耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の農地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられます。なお、事務局と担当委員の梶原委員とで現地調査を行い、

周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【４番案件】 

        譲受人「邑久町上笠加■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「邑久町上

笠加■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「邑久町上笠加４５

０－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３８８㎡。「邑

久町上笠加４５０－２」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は

２８１㎡。「邑久町上笠加４５１－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は５６１㎡。「邑久町上笠加４５１－２」。登記、現況

地目はいずれも「田」。面積は１，４９５㎡。「邑久町上笠加４５１

－３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１８９㎡。「邑久

町上笠加４７４－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，

１２８㎡。「邑久町上笠加４７５－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は１，０８９㎡。「邑久町上笠加５０４－１」。登記、

現況地目はいずれも「畑」。面積は９３㎡。「邑久町上笠加５３０－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，８８５㎡。「邑

久町上笠加５３１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１４

６㎡。「邑久町上笠加５３４－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は１，１３０㎡。「邑久町上笠加５４２－１」。登記、

現況地目はいずれも「田」。面積は７６９㎡。「邑久町上笠加５９

２」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，０８３㎡。譲受

人の農地までの距離は５００ｍ。耕作面積は８２，５７０㎡となって

おります。家族数は２名、耕作者数は１名。取得の理由は「増反」に

よるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 
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        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまでも譲受人の「■■■■」さ

んが譲渡人の「■■■■」さんから借り受けて耕作しており、今後も

同様に「田」及び「畑」として耕作を行うことから、本件の権利取得

により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は

生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員の原田委員と

で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【５番案件】 

        譲受人「長船町磯上■■ ■■■■ ■ ■」。譲渡人「大阪府羽曳

野市野々上■■ ■■■■ ■ ■」。農地の所在地は「長船町磯上

２３０６－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３，１３

４㎡。「長船町磯上２３３１－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は３，０８８㎡。譲受人の農地までの距離は６００ｍ。

耕作面積は９，９０１㎡となっております。家族数及び耕作者数はい

ずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方

の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■■■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 
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        第２項第７号について、申請地はこれまでも譲渡人の「■■■■」さ

んが「田」として耕作を依頼しており、譲受人の「■■■■」さんも

同様に「田」として耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺

の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないも

のと考えられます。なお、事務局と担当委員の藤原委員とで現地調査

を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番、２番案件について、山﨑委員、お願い

します。 

山 﨑 委 員   １番案件について、譲受人の■■さんは岡山市南区へお住まいですが、

毎日のように耕作や農地の管理等に通作されている方です。譲渡人の

■■さんは■■さんの姪にあたり、農業をされませんので、相続取得

した農地を■■さんに譲渡しようとするものです。■■さんの営農状

況からも特に問題ないと思われます。 

２番案件について、譲受人の■■さんは息子と農業をされており認定

農業者となっています。譲渡人の３名は申請地を別の方へ耕作を依頼

していましたが、■■さんとの売買の話がまとまったため、合意の上

解約し、今回の申請に至っています。■■さんの営農状況からも特に

問題ないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件について、梶

原委員が欠席のため、事務局からお願いします。 

事 務 局   ３番案件について、担当の梶原委員が欠席ですので代わりに事務局か

ら説明いたします。譲受人の■■さんは兼業ですが両親が中心となっ

て農業をされています。今回申請の畑２筆は、■■さんの自宅と隣接

しており譲渡人の■■さんと売買の話がまとまり申請に至ったもので

す。担当の梶原委員からも■■さんの営農状況から特に問題ないと聞

いております。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして４番案件について、原田

委員、お願いします。 

原 田 委 員   譲受人の■■さんは笠加地区で９町ほど農業をされていて認定農業者

になっています。申請地のほとんどは元々譲渡人の■■さんから借り

受けて■■さんが耕作していましたが、■■さんは高齢になってきた

こともありますが、農業をしていく後継者がいないことから今回■■

さんに譲渡するという話がまとまりました。営農状況も特に問題あり

ません。ご審議のほどお願いいたします。 



- 8 - 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして５番案件について、藤原

委員、お願いします。 

藤 原 委 員   申請人の２名は親戚関係にあります。申請地は譲渡人の父が死亡しそ

の息子である■■さんが相続した農地ですが、住居が大阪で管理等で

きないということで今回譲受人の■■さんに譲渡することになりまし

た。譲受人の■■さんは１町ほど耕作されており営農状況も特に問題

ありません。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  申請人「邑久町下山田■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「邑久

町下山田２０８１－１」。地目は「畑」。面積は６１８㎡。転用目的

は｢農業用倉庫」。施設の概要は｢農業用倉庫１２０㎡」、「露天駐車

場３６㎡」、「作業場３４０㎡」。建ぺい率は「１９．４％」。農地

区分は第２種農地で普通畑。隣地への被害はありません。なお、転用

申請によるもので、農用地区域外農地です。場所につきましては、資

料６ページをご覧ください。邑久Ｂ＆Ｇ海洋センターから西へ約２５

０ｍのところに位置しております。 

【２番案件】 

  申請人「倉敷市中庄■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「長船町

飯井１５２３－２」。地目は「畑」。面積は４４５㎡。転用目的は｢分

家住宅」。施設の概要は｢木造２階建７２．８７㎡」、「農業用倉庫３

１．５㎡」。建ぺい率は「２３．４％」。農地区分は第２種農地で普

通畑。資金は自己資金が■万円、借入金が■万円。隣地への被害はあ

りません。なお、転用申請によるもので、農用地区域外農地です。場

所につきましては、資料７ページをご覧ください。長船町飯井の交差

点から北へ約３５０ｍのところに位置しております。 

 



- 9 - 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、山﨑委員、お願いします。 

山 﨑 委 員 本案件については私の担当地区ではありませんが、地区担当委員が申

請人となっているため私が意見を述べさせていただきます。申請地の

西側には申請人の既存農業用倉庫があります。梶原さんは１０町ほど

耕作されていて認定農業者にもなっています。耕作面積を拡大するに

つれ大型の農機具や農業資材の保管場所、作業場が不足しているよう

です。申請地は既存倉庫と隣地で自己所有地であり周辺の農地への影

響が最も少ない場所を選定しています。建物は倉庫であり生活排水等

もありませんので排水関係は問題なく、転用目的から規模も妥当と思

われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、福

池委員が欠席していますので、事務局からお願いします。 

事 務 局 欠席の福池委員に代わり事務局から説明いたします。申請人の■■さ

んは、長船町飯井で５町ほど農業をされている方の孫にあたります。

今後、孫の■■さんが農業を継いでいく予定であり、住宅と農業用倉

庫を建てようとするものです。排水計画や隣接農地の同意もあり担当

の福池委員からも特に問題はないと聞いております。ご審議のほどお

願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 



- 10 - 

  借人「岡山市東区金岡東町■■ ■ ■■■■」。貸人「牛窓町鹿忍

■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「牛窓町鹿忍４５４５－１」。

地目は「畑」。面積は３２９㎡。転用目的は｢分家住宅」。施設の概要

は「木造２階建５７．９６㎡」、「車庫２５㎡」。建ぺい率は「２５．

２％」。農地区分は第１種農地で普通畑となっております。資金は借

入金が■万円。隣地への被害はありません。なお、使用貸借権設定に

よるもので１０aあたり無償。農用地区域外の農地ですが、平成３０

年１２月５日付けで農振除外されたものです。場所につきましては、

資料８ページをご覧ください。牛窓西小学校から西へ約１００ｍのと

ころに位置しております。 

【２番案件】 

  借人「牛窓町牛窓６４１０番地 建設業 株式会社元濱組 代表取締

役 元濱 詳一」。貸人「邑久町豆田■■ ■ ■■■■」。土地の

所在地は「邑久町豆田９７１－１」。地目は「畑」。面積は３６２㎡。

転用目的は｢建設現場用仮設事務所」。施設の概要は「仮設事務所２階

建８９．７５㎡」、「仮設トイレ４棟５．５４㎡」。建ぺい率は「２

６．３％」。農地区分は第２種農地で普通畑となっております。資金

は自己資金が■万円。隣地への被害はありません。なお、賃貸借権設

定によるもので１０aあたり年間■万円。農用地区域外の農地です。

こちらの案件は一時転用申請で、期間は平成３１年４月１日から平成

３２年１０月３１日までとなっております。場所につきましては、資

料９ページをご覧ください。旭東自動車教習所から北へ約３００ｍの

ところに位置しております。 

【３番案件】 

  借人「岡山市中区清水■■ ■ ■■■■」、「同所 ■ ■■■

■」。貸人「長船町福里■■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「長

船町福里４８－１」。地目は「畑」。面積は３０１㎡。転用目的は

「一般住宅」。施設の概要は｢鉄骨造２階建１棟７０．１８㎡」。建ぺ

い率は「２３．３％」。農地区分は第１種農地で普通畑となっており

ます。資金は借入金が■万円。隣地への被害はありません。なお、使

用貸借権設定によるもので１０ａあたり無償。農用地区域外の農地で

す。場所につきましては、資料１０ページをご覧ください。ＪＡ岡山

長船カントリーエレベーターから北へ約３５０ｍのところに位置して

おります。 

【４番案件】 

  借人「岡山市中区四御神■■ ■ ■■■■」。貸人「長船町服部■

■ ■ ■■■■」。土地の所在地は「長船町服部９９９－２」。地

目は「田」。面積は２６２㎡。「長船町服部１０００－３」。地目は
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「田」。面積は２１７㎡。転用目的は｢分家住宅」。施設の概要は「木

造平屋建１棟１０９．３㎡」。建ぺい率は「２２．８％」。農地区分

は第１種農地で１０aあたりの収量は米４２０kg。資金は借入金が■

万円。隣地への被害はありません。なお、使用貸借権設定によるもの

で１０aあたり無償。農用地区域外の農地ですが、平成３０年１２月

５日付けで農振除外されたものです。場所につきましては、次の５番

案件と関連しておりますので後ほど併せて説明させていただきます。 

【５番案件】 

  借人「長船町土師■■ ■ ■■■■」。貸人「長船町服部■■ ■ 

■■■■」。土地の所在地は「長船町服部１０００－１」。地目は

「田」。面積は３４８㎡。転用目的は｢分家住宅」。施設の概要は「木

造２階建１棟７２．８７㎡」、「車庫１８．１５㎡」。建ぺい率は

「２６．１％」。農地区分は第１種農地で１０aあたりの収量は米４

２０kg。資金は借入金が■万円。隣地への被害はありません。なお、

使用貸借権設定によるもので１０aあたり無償。農用地区域外の農地

ですが、平成３０年１２月５日付けで農振除外されたものです。場所

につきましては、資料１１ページをご覧ください。ＪＡ岡山長船カン

トリーエレベーターから北西へ約６００ｍのところに位置しており、

貸人の自宅西側に４番、５番案件が隣接して計画されております。 

【６番案件】 

  借人「備前市東片上５０番地の１ 運送業兼農業 コーワン株式会社 

代表取締役 寺尾 俊郎」。貸人「長船町長船■■ ■ ■■■■」。

土地の所在地は「長船町長船７２０－１の一部」。地目は「畑」。面

積は４０９㎡のうち２８１㎡。「長船町長船７２２－１の一部」。地

目は「畑」。面積は５２４㎡のうち２２６㎡。貸人「長船町長船■■ 

■ ■■■■」、「長船町長船■■ ■ ■■■■」。土地の所在地

は「長船町長船７２４－１の一部」。地目は「畑」。面積は３６４㎡

のうち１８１㎡。転用目的は｢露天駐車場」。施設の概要は「露天駐車

場６８８㎡」。農地区分は農用地で普通畑となっております。隣地へ

の被害はありません。なお、賃貸借権設定によるもので１０aあたり

年間■万円。農用地区域内の農地です。こちらの案件は一時転用申請

で、期間は平成３１年３月２０日から平成３３年３月１９日までとな

っております。場所につきましては、資料１２ページをご覧ください。

長船西保育園から北へ約５００ｍのところに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、松本委員、お願いします。 
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松 本 委 員 申請人は親子関係で親から子に使用貸借権を設定して住宅を建設しよ

うとするものです。借人の■■さんは今でも休日等に農業の手伝いを

しておりますが、今後は農業を継いでいく予定であることから農振除

外をして家を建てる計画を立てたようです。排水同意や隣接農地の同

意もありました。特に問題はないと思われますので、ご審議のほどお

願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして２番案件については、事

務局から説明をお願いします。 

事 務 局 こちらは、福田地区の案件で現在担当委員が不在ですので事務局の方

で説明いたします。借人の元濱組は現在工事中の村田製作所増築工事

に下請けとして入っています。その請負期間が平成３２年９月末まで

の長期的なもので、請負期間中の建設現場用事務所が必要となり候補

地を探していました。この度、申請地の所有者及び瀬戸内市と話がま

とまり申請に至りました。一時転用期間は農地復旧のため請負期間に

１ヶ月加え平成３２年１０月末までとなっております。周囲に農地は

ないため、他の営農への支障はなく、その他特に問題はありません。

ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして３番案件について、射越

委員、お願いします。 

射 越 委 員 この案件は貸人の孫である■■さん夫婦が家を建てたいということで

申請が出ております。１種農地ですが、他の土地は全て農用地なので

申請地が選定されています。集落には接続された位置なので周りの農

地に影響を与えるようなものではありません。排水同意や隣接農地の

同意もありました。特に問題ないと思われますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして４番から６番案件につい

て、茂成委員、お願いします。 

茂 成 委 員 ４番、５番案件は関連していますので、同時に説明させていただきま

す。貸人から見て借人の二人は息子にあたり、４番案件が長男、５番

案件が二男です。申請地は実家のすぐ西側に隣接したところに位置し、

兄弟が並べて住宅を建てる計画です。元々農用地ですが、農振除外を

経て農地転用に至りました。父が農業をしており将来的に兄弟２人が

後を継いでいくための分家住宅となっています。排水計画、土地利用

計画も特に問題ないと思われ、周辺の農地が分断されることもなく営

農に支障ありません。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

        ６番案件については、借人が苺やブルーベリーの観光農園を中心とし

て経営しているフルーツガーデンの駐車場が不足しているため、露天

駐車場に一時転用するというものです。元々ブルーベリー畑であり鉢
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の撤去のみで土地の形状変更等はありません。周囲は関連用地で囲ま

れているため他の営農に支障は生じません。ご審議のほどお願いいた

します。 

議    長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）ということで、事務局の説明をお願い

します。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料４頁目をご覧ください。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   今後の予定でございますが、４月総会は、４月１８日木曜日に予定し

ております。５月総会は、５月１６日木曜日を予定しておりますので、

よろしくお願いします。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、平成３１年

度３月の総会を閉会とさせて頂きます。ありがとうございました。 
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（午前１０時００分 閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

平成３１年３月１９日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


